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入札公告 

次のとおり一般競争入札を行います。 

平成２９年９月１９日 

 大阪府道路公社理事長 浦田 隆司 

 

１ 発注の内容 

公告番号 大阪府道路公社公告第２５号 

発注年度 平成２９年度 

業務名称 堺泉北有料道路 高架下側溝清掃業務 

履行場所 堺市中区平井～高石市綾園 地内 

契約期間 平成３０年２月２８日まで 

業務概要 

委託延長 Ｌ＝４．７ｋｍ 

 排水施設清掃工 

側溝清掃（機械）   5,860ｍ 

集水桝清掃（機械）   346箇所 

管渠清掃        250ｍ 

予定価格 事後公表 

最低制限価格制度 採用しない 

支払い条件 一括払い 

かし担保期間 なし 

※本入札公告のほか、契約内容等に関する詳細事項は、別途配布する入札説明書等による。 

２ 入札スケジュール等 

(1) 入札説明書等

の配布及び入

札参加申込 

期間 公告日から平成２９年９月 27 日（水）までの、土曜日、日曜日及び祝日を

除く、午前１０時から正午まで及び午後１時から午後４時まで。 

場所 

〒540-0012 大阪市中央区谷町三丁目１番１８号 （ＮＳ２１ビル４階） 

大阪府道路公社 総務部 経理課 

電話番号 ０６－６９４１－２５１１ 

(2) 設計図書等の

配布 

本件に係る入札手続において、設計図書等は電子ファイルをＣＤ－Ｒに焼き付けて

配布します。（ＣＤ－Ｒは入札参加者にてご用意いただきます。） 

※使用するアプリケーションは、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｗｏｒｄ（DOC 形式・DOCX 形式）及び 

Ａｄｏｂｅ Ａｃｒｏｂａｔ （PDF 形式）です。 

(3) 入札日 平成２９年 10 月１８日（水） （紙入札） 
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(4) その他 

契約の締結は、大阪府道路公社理事会において、平成２９年度予算が承認され

た日以降とします。 

入札参加者は、この入札公告のほか、別途配布する「入札説明書」及び「入札心

得」等の内容を遵守するとともに、契約に必要な条件を熟知のうえ、入札を行って下

さい。 

※本入札公告のほか、入札手続等に関する詳細事項は、別途配布する入札説明書等による。 

３ 入札参加資格 

 入札参加者は下記要件をすべて満たしていること。 

(1) 登録業種 ・平成２９・３０年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中「雨

水排水施設機械清掃業務（種目コード０４０）」に登録されている者であるこ

と。 

(2) 許認可等 ・「大阪府都市整備部舗装道機械清掃業務及び雨水排水施設機械清掃業務に係

る入札参加資格事前審査取扱要領」に基づく雨水排水施設機械清掃業務の平成

２９年度の認定を受けている者であること。 

(3) 地域要件 
府の区域内に事業所を有し、かつ、作業基地（高圧洗浄車、バキューム車及

び給水車の車両保管所）が次の地域内にある者であること。 

・富田林市、河内長野市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、 

南河内郡太子町、河南町及び千早赤阪村 

・堺市、泉大津市、和泉市、高石市、泉北郡忠岡町 

・岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、泉南郡熊取町、田尻町及

び岬町 

・大阪市（港区、天王寺区、浪速区、西区、大正区、阿倍野区、住之江区、 

住吉区、東住吉区、西成区） 

(4) 一般事項 
(1) 次のアからクまでのいずれにも該当しない者であること。 
ア 成年被後見人 

イ 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項

の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前 

の民法（明治29年法律第89号）第11条に規定する準禁治産者 

ウ 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていないもの 

エ 民法第17条第１項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を

受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい 

ないもの 

オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要

な同意を得ていないもの 

カ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第32条第１項各号に掲げる者 

ク 地方自治法施行令第167条の４第２項各号のいずれかに該当すると認

められる者（同項各号のいずれかに該当すると認められることに 

より、大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受け、そ

の措置期間を経過した者を除く。）又はその者を代理人、支配人その他

の使用人若しくは入札代理人として使用する者 

(2) 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定に

よる再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者（同

法第33条第１項の再生手続開始の決定を受けかつ、大阪府入札参加資格審

査要綱に基づく物品・委託役務関係競争入札参加資格の再認定がなされた

者を除く。）、会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項又は第

２項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなさ

れている者（同法第41条第１項の更生手続開始の決定を受け、かつ、同要
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領に基づく物品・役務委託関係競争入札参加資格の再認定がなされた者を

除く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著

しく不健全であると認められる者でないこと。 

(3) 府税に係る徴収金を完納していること。 

(4) 消費税及び地方消費税を完納していること。 

(5) 物品・委託役務関係競争入札参加資格審査申請書（添付書類を含む。）

又は資格審査申請用データ中の重要な事項について虚偽の記載をし、又は

重要な事項について記載をしなかった者でないこと。 

(6) この公告の日から開札の日までの期間において、次のアからエのいずれにも該

当しない者であること。 

ア 大阪府入札参加停止要綱に基づく入札参加停止の措置を受けてい

る者 

イ 大阪府入札参加停止要綱別表各号に掲げる措置要件に該当する者 

ウ 大阪府公共工事等に関する暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外

措置を受けている者（(1)キに掲げる者を除く。）又は同要綱別表各号

に掲げる措置要件に該当する者（(1)キに掲げる者を除く。） 

エ 大阪府又は大阪府道路公社との契約において、談合等の不正行為があ

ったとして損害賠償の請求を受けている者（本公告の日までに当該請求

に係る損害賠償金を納付した者を除く。） 

※本入札公告のほか、入札手続等に関する詳細事項は、別途配布する入札説明書による。 

４ 入札の無効 

入札に参加する資格のない者及び虚偽の申請を行った者が提出した入札書並びに入札心得、入札

公告及び入札説明書等において示した条件等入札に関する条件に違反した者が提出した入札書は

無効とする。 

なお、無効の入札書を提出した者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

５ 担当部署・問合せ先 

〒540-0012 大阪市中央区谷町三丁目１番１８号 （ＮＳ２１ビル４階） 

大阪府道路公社 総務部 経理課 

電話番号 ０６－６９４１－２５１１ 

 


